
  はちのへ 文化のまちづくりプラン（地方版文化芸術推進基本計画）の概要

２プラン策定の意義と主な取組方針

施　　策 取　組　方　針

施策１ふれる・ふかめる
～文化芸術に親しむ～

①市民による多彩な文化
芸術活動振興のための仕
組みや枠組みの構築

②子ども達の文化芸術の
鑑賞や学びの機会の充実

③文化施設の文化プログ
ラムの充実と連携

施策２　つくる・いどむ
～新たな創造への取組～

①「アートのまちづく
り」の推進と文化創造へ
のチャレンジ

②クリエイティブビジネ
スの振興

③発信力強化とファンづ
くり

施策３　まじる・まざる
～文化芸術による共生～

①共生社会実現に向けた
環境づくり ②社会包摂の取組の推進

③文化芸術を通した国際
交流の推進

施策４　のこす・いかす
～伝統の継承と活用～

①世界遺産・是川石器時
代遺跡の適切な保存と価
値の伝達

②地域に根ざす文化の継
承と発展 ③文化財の保存と活用

施策５　つなぐ・ささえる
～担う人・支える人の
確保・育成～

①専門人材の確保、育成 ②中間支援機能の強化
③文化ボランティアの活
動振興

施策６　あつめる・ひろめる
～連携のソフトインフラ～

①連携・協働を推進する
プラットホームづくり

②県や近隣自治体との広
域連携の推進

③事業資金確保の取組や
企業メセナの推進

「八戸市文化のまちづくりビジョン」（平成27年12月策定）の推進期間（概ね5年）
の終了と、「文化芸術基本法」が地方の文化芸術に係る計画策定を努力義務としたこ
とから、八戸市の文化芸術に関する総合的な施策を推進する基本計画を策定します。

計画
策定の
趣旨

第1部
＜策定趣旨や理念など＞
・国の法整備等の動き
・当市のこれまでの取組
・市民アンケート等の結果
・基本理念、施策体系等

計画の
構成 第２部

＜主要６施策と取組方針＞
・施策の基本的な考え方
・取組方針（３項目）
・主な取組

第３部
＜官民の拠点施設の取組＞
・設置目的と施設概要
・推進していく主な取組

「文化芸術を通して市民が生き生きと心豊かに暮らせるまち、文化芸術の力を活用し
た魅力溢れるまち、八戸の実現」（文化のまちづくりビジョンを踏襲）

基本
理念

方針１　多様な文化芸術の価値に触れる機会を通して、文化芸術が果たす個人や社会
にとっての役割を問い直し、考え、共有する機会（チャンス）とします。

方針２　「日本・地方・八戸ならでは」の独自性や固有性（ユニークさ）を付加価値
として追求し、アイデンティティとして深められるよう取り組みます。

方針３　市民主体の文化芸術振興の取組をベースに、市民セクターと行政が地域づく
りを担う、共治（ガバナンス）の実現を目指します。

共通
姿勢

施策
体系

文化政策の対象を幅広く網羅・明確にし、目
的別の施策・取組方針と具体的な取組をひも
付け、政策・取組の計画性と戦略性を高めま
した。また、拠点となる官民の文化施設28施
設について、施設ごとに設置目的や施設概
要、推進する主な取組を分かりやすく整理し
掲載しています。

市民による文化芸術活動の振興に関する補
助や支援制度の充実、学校とアーティスト
のマッチング等による子ども達の鑑賞や学
びの機会の充実を図ります。また、市民が
広く文化芸術に親しむために文化施設の果
たす役割は大きく、各施設の運営方針を明
らかにすると共に、鑑賞型に留まらず、参
加・体験、創造・発信型の文化プログラム
へのチャレンジ、さらには地域へのアウト
リーチや施設間の連携、教育旅行誘致、商
業との連携などにも取り組むものとしま
す。加えて、施策２から６の取組を推進す
る上でも、文化施設の拠点性を高め、役割
を果たしていきます。

文化芸術基本法において、観光やまちづくりなど他分野との連携による文化芸術の社会的価値
の発揮が企図されたことを踏まえ、当市においてこれまで様々な市民等と取り組んできたアー
トのまちづくり（アート×○○）に、「はっち」のレジデンス機能等を活用し引き続き取り組
むと共に、公会堂や「はっち」のシアター２などでパフォーミングアーツにおける「創造」を
目指した取組を推進します。また、クリエイティビティをコアにした周辺ビジネスをクリエイ
ティブビジネスと位置付け（例えば「裂き織り」などの伝統工芸のクリエイティビティ×デザイ
ンによる発信）、文化芸術とクリエイティブビジネスとの連携強化による双方の振興を図る取
組を推進します。さらに、発信力の強化やファンづくりの観点から、クリエイティブ人材のア
イデアを活かすなどし、文化芸術そのものや、多様な主体によるその振興の取組を分かりやす
く周知、発信する媒体や方法などを検討し、取り組みます。

ユネスコ世界遺産登録の是川石器時代遺跡や国宝などの文化財、更には地域の伝統文化（祭、
伝統芸能、衣食住に関わる生活文化、方言）を、アイデンティティの源泉となる「市民の宝」
とし、これを受け継ぎ、未来に向け新たな価値を追求し活用していくことを通して、次代に継
承する取組を推進します。また、伝統文化の悉皆調査と課題の抽出と対応、文化財の総合的な
保存・活用に係る計画策定、歴史的建造物や文化施設などを利用して会議やイベントを開催
し、参加者にその価値を体験してもらうユニークベニューの検討などに取り組みます。

対象範囲が広がる文化政策において、担い手や求められる専門性は
広がっており、専門人材について、アーティストのみならず、文化
芸術活動に関する企画・制作を行う者、文化施設における専門人
材、地域の文化芸術を熟知しマネジメント力を備えた人材などの確
保や育成に取り組みます。また、公共の文化施設では助成や協働、
拠点づくりなどを通し、市民による文化芸術活動を支援する中間支
援型の取組を推進することや、民間セクターにおける中間支援機能
について検討を進めます。さらに、美術館における「アートファー
マー」、「はっち」の「まちぐみ」、各施設におけるボランティア
ガイドなどの活動の振興を通して、多様な担い手・支え手が活躍す
る厚みのある文化芸術活動の展開を目指します。

「新しい公共（公民連携）」の取組は、地域社会において文化芸術
の価値や効果を発揮するために必要な条件であり、八戸ならではの
公民連携のあり方を追求します。そのために、連携・協働を推進す
る多様な主体が参加するプラットホームづくりにより、様々な活動
（者）の見える化を図ると共に、文化芸術政策に関する学びや、専
門性に関する実践講座の実施を通して、文化政策について民間セク
ターが主体的に議論する場とし、連携や協働の機会を増やすよう取
り組みます。また、青森アートミュージアム５館連携事業や、三陸
国際芸術祭など自治体間の広域連携を推進すると共に、地元企業に
対し、企業メセナ活動が地域経済と地域社会の再生に果たす役割へ
の理解を広げ、メセナ活動の機運を高めるよう取り組みます。

文化芸術は社会包摂機能を有していることから、文化施設や情報へのアクセス、鑑賞機会にお
けるバリアを取り除く取組、新たに障がい者の鑑賞、参加、創造機会の創出、外国人住民が当
市の文化に理解を深める機会づくりやホスピタルアートなどの文化プログラムを検討し、取り
組みます。さらに、当市の文化芸術が持つポテンシャルをより高められるよう、三陸国際芸術
祭など、文化芸術をきっかけとした国際交流の取組を推進します。また、八戸三社大祭などの
祭が持つ社会包摂機能を活かすため、関係者と連携し参加の輪を広げる取組を推進します。

施策１ふれる・ふかめる
～文化芸術に親しむ～

文化政策の総合性と計画性の向上 施策５　つなぐ・ささえる～担う人・支える人の確保・育成～

施策６　あつめる・ひろめる～連携のソフトインフラ～

施策４　のこす・いかす～伝統の継承と活用～

施策３　まじる・まざる～文化芸術による共生～

施策２　つくる・いどむ～新たな創造への取組～
＜環境づくりとなる施策＞＜テーマ別の施策＞

＜ベースとなる施策＞


